福庭自治公民館　規　約

第1章　総　則
(総則)
第1条　本公民館は、福庭自治公民館(以下「公民館」という)と称し、事務所を倉吉市福庭192番地に置き、福庭、福庭町1丁目、福庭町2丁目、海田西町2丁目を区域とする。
(目的)
第2条　本公民館は、福庭地区の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条　本公民館は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 個人生活の向上に寄与する。
(2) 共同生活の改善に貢献する。
(3) 生活環境の発展を推進する。
(4) 行政機関との連絡を密にし、その利便性を図る。
(5) 施設を整備し、その利用促進を図る。
(6) 福庭自主防災規定を基本として、防災に努める。
(7) その他、目的を達成するために必要と認める事業をする。
(会員)
第4条　第1 条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になること　　　　ができる。　　　
(会費)
第5条　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第6条　会員になろうとする者は、館長に届け出るものとする。
　　2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んで
はならない。
3 この会の区域に入居した個人または団体に対しては、正当な理由がない限り、強制的に入会させることはできない。
(退会)
第7条　会員は、退会しようとするときは、館長に届け出なければならない。
　　2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 会の区域内に居住しなくなったとき。
(2) 死亡または解散したとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ―１―

(3) 会費を3年以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。

(拠出金品の不返還)
第8条　退会した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
(組織)
第9条　本公民館は、第3条の事業を行うため、次の部を置く。
　　　　総務部　産業土木部　厚生部　体育部　社会教養部　交通安全部
　福祉部　
　　2 各部に部長1名、副部長1名、部員若干名を置く。
　　　この他に、体育部には副部長2名以内を加えることができる。　
第2章　役　員
(役員)
第10条　本公民館に次の役員を置く。
　　　館長　1名、副館長兼会計担当　1名、部長　7名
　　　班長全員が役職を受ける、監査委員　2名
(役員等の職務)
第11条　役員等の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館を代表し、すべての公民館業務と運営を統括する。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長に事故がある時は、その職務を代行する。
(3) 各部長は、部の事業の企画運営にあたる。
(4) 班長の任務は、次のとおりとする
1) 班の世帯数(住民移動)の掌握、館費の徴収及び資料の配布、葬祭時の世話等をする。
2) 各部のいずれかに所属し、事業推進にあたる。
(5) 監査委員は、会計を監査する。
(6) 会計担当は、公民館経理の収入と支出の管理を行う。
(役員の選出)
第12条　総会で館長、監査委員を選出する。
(1) 候補者になろうとする者は、議長に申し出しなければならない。
(2) 他人を候補者としようとする時は、本人の承諾を得て推薦することができる。
(3) (1)(2)の該当者がない場合には、総会で館長、監査委員を選挙する。
　　　その直後、選考委員を委嘱し各部長等の選考を一任する。

                                   　―２―

(役員の任期)
第13条　館長の任期は、一期2年間とし、最長二期4年間とする。
　　 2 前項以外の役員の任期は一期2年間とし、再任は妨げない。
　　　 ただし、班長は一期1年間とし、再任は妨げない。
　　 3 任期の途中で新たに選任された役員、または補充のために選任された役員の任
期は、前任者の残任期間とする。
第3章　会　議
(会議)
第14条　本公民館の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 役員会(監査委員を除く全役員)
(3) 部会
(総会)
第15条　総会は毎年1回館長が招集し、次の事項を審議する。
　　　　 ただし、館長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。　
(1) 規約、運営規定の制定、改廃に関すること。
(2) 役員を選出すること。
(3) 事業計画、収支予算及び事業報告、並びに収支決算に関する承認を得ること。
(4) 公民館費を決定すること。
(5) その他、重要案件に関すること。
(役員会)
第16条　役員会は館長が招集し、事業の連絡調整等を協議する。
(部会)
第17条　部会は部長が招集し、事業の実施等について協議する。
(会議の定数及び議決)
第18条　次の各号によって成立する。
(1) 総会は、世帯の代表者の過半数以上(委任状を含む)をもって成立する。
また、議決は出席者の過半数の賛成で決定し、可決同数の時は、議長の決するところによる。
(2) その他の会議は、構成員の過半数によって成立する。　
　　　議決は、出席者の過半数をもって決定する。
第4章　施　設
(施設整備)
第19条　本公民館の事業実施に利用するための必要な施設を整える。
(施設利用)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　―３―
第20条　前条の施設と設備をよく整備し、住民が利用する。
(施設の管理)
第21条　施設と設備の管理に必要な規定は、別に定める。
第5章　資産及び会計
(資産)
第22条　本公民館の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 館費
(2) 市から交付の連絡費
(3) 寄付金及びその他
(4) 特別会費(事業所等)
(資産の管理)
第23条　資産及び共有財産は、館長が管理し、その方法は別に定める。
　　 2 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。
　　　 ただし、やむを得ない理由がある時は総会の議決を得て、これを処分し又は
担保に供することができる。
(経費の支弁)
第24条　この会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第25条　本公民館の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
第6章　雑　則
(運営規定)
第26条　次の事項は、運用規定に定める。
(1) 各部の事務担当区分
(2) 部員の委嘱と選出方法
(3) その他、本規定に必要なこと
(議事録)
第27条　総会においては、議事録を作成する。
第7章　附　則
(規約の制定・改正)
第28条　本規約は、昭和34年4月1日より施行する。
　　昭和41年　1月 2 日　一部改正　　　昭和47年　1月 2 日　一部改正
　　昭和49年　1月 2 日　一部改正　　　昭和52年　1月 2 日　一部改正
　　昭和54年　1月 2 日　一部改正　　　昭和55年  1月 2 日　一部改正
　　昭和62年　1月 2 日　一部改正　　　平成 3 年　1月 2 日　一部改正
　　平成 8 年　1月 2 日　一部改正　　　平成 9 年　1月 2 日　一部改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　―４―
　　平成16年　1月 2 日　一部改正　　　平成17年　1月 2 日　一部改正
　　平成19年　1月 2 日　一部改正　　　平成23年  1月 2 日　一部改正
　　平成24年　1月 2 日　一部改正　　　平成26年　1月 2 日　一部改正
　　平成31年　1月 2 日　一部改正　　　令和 2 年　1月 2 日　一部改正
　　令和　5年　1月2日　一部改正
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